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報告第１号 

放棄した債権の報告について 

 泉南市債権管理条例（平成３０年泉南市条例第２号）第１９条第１項の規定に基づき、市の債権について、下記調書のと

おり放棄したので、同条第２項の規定により報告する。 

令和元年６月５日提出 

泉南市長 竹 中 勇 人 

債権放棄調書 

債権放棄年月日：平成３１年３月３１日 

債権の名称 債権放棄の事由 
平成３０年度の放棄した債権 

年度 金額 備考 

住宅使用料（市設

前畑店舗使用料・

滞納繰越分） 

第２号該当 

（生活困窮） 

平成１６年度 ２２，２００円 

平成１７年度 １３０，０００円 

平成１８年度 ３３６，０００円 
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平成１９年度 ３３６，０００円 

平成２０年度 ２５２，０００円 

平成２１年度 ３０８，０００円 

平成２２年度 ３３６，０００円 

平成２３年度 ２１２，８００円 

計 １，９３３，０００円 

8



報告第２号 

 

専決処分の承認を求めるについて 

 

 次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和元年６月５日提出 

 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 

 

１ 泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

専決理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）等が平成３１年３月２９日に公布され、市民税、固定資産税

及び軽自動車税に関する制度改正が同年４月１日から施行されることとなったため、本市関係条例においてもこれに合わせ

て所要の措置を講じる必要から、専決処分したものである。 
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専決甲第２号 

泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について 

泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

平成３１年３月２９日専決 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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泉南市条例第１０号 

  

泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

  

 （泉南市市税賦課徴収条例の一部改正） 

第１条 泉南市市税賦課徴収条例（昭和３２年泉南市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第２３条第１項中「においては、法第３１４条の７第１項」を「には、同項」に、「同項第１号に掲げる寄附金」を

「同条第２項に規定する特例控除対象寄附金」に改め、同条第２項中「第３１４条の７第２項」を「第３１４条の７第１

１項」に改める。 

附則第６条の２の３の２第１項中「平成４３年度」を「平成４５年度」に、「附則第５条の４の２第６項（同条第９

項」を「附則第５条の４の２第５項（同条第７項」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項の規定の適用が」

を「前項の規定の適用が」に改め、同項を同条第２項とする。 

附則第６条の２の４中「第３１４条の７第２項第２号」を「第３１４条の７第１１項第２号」に改める。 

附則第６条の４の２第５項中「附則第１５条第１８項」を「附則第１５条第１９項」に改め、同条第６項中「附則第１

５条第２８項」を「附則第１５条第２９項」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２９項第１号」を「附則第１５条第

３０項第１号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２９項第２号」を「附則第１５条第３０項第２号」に改め、同条

第９項中「附則第１５条第２９項第３号」を「附則第１５条第３０項第３号」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第

３０項第１号」を「附則第１５条第３１項第１号」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第３０項第２号」を「附則第

１５条第３１項第２号」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第３２項第１号イ」を「附則第１５条第３３項第１号

イ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第３２項第１号ロ」を「附則第１５条第３３項第１号ロ」に改め、同条第１

11



４項中「附則第１５条第３２項第１号ハ」を「附則第１５条第３３項第１号ハ」に改め、同条第１５項中「附則第１５条

第３２項第１号ニ」を「附則第１５条第３３項第１号ニ」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第３２項第１号ホ」を

「附則第１５条第３３項第１号ホ」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第３２項第２号イ」を「附則第１５条第３３

項第２号イ」に改め、同条第１８項中「附則第１５条第３２項第２号ロ」を「附則第１５条第３３項第２号ロ」に改め、

同条第１９項中「附則第１５条第３２項第３号イ」を「附則第１５条第３３項第３号イ」に改め、同条第２０項中「附則

第１５条第３２項第３号ロ」を「附則第１５条第３３項第３号ロ」に改め、同条第２１項中「附則第１５条第３２項第３

号ハ」を「附則第１５条第３３項第３号ハ」に改め、同条第２２項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３８

項」に改め、同条第２３項中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同条第２４項中「附則第１

５条第４３項」を「附則第１５条第４４項」に改め、同条第２５項中「附則第１５条第４６項」を「附則第１５条第４７

項」に改める。 

附則第６条の１０第３項の表第１項中表以外の部分の項中「本条」を「この条」に改める。 

附則第７条の３第１２項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第１２条１７項」を「附則第１２条１９項」に改

め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項第５号中「附則第１２条第２９項」を「附則第１２条第３１項」に改め、同

項を同条第１１項とし、同条第９項を同条第１０項とし、同条第８項第５号中「附則第１２条第２９条」を「附則第１２

条第３１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項第４号中「附則第１２条第２１項」を「附則第１２条第２３

項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２２項」を「附則第１２条第２４項」に改め、同項を同条第８項とし、同条

第６項中「附則第１２条第１７項」を「附則第１２条第１９項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項の次に次の

１項を加える。 

６ 法附則第１５条の８第４項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書に令附則第１２条第１６項に規定する従前の家屋について移転補

償金を受けたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 
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⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、 

住所及び氏名又は名称） 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

附則第９条の７第１項中「法附則第３０条第１項」を「平成１８年３月３１日までに初めて道路運送車両法第６０条第

１項後段の規定による車両番号の指定（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則第

３０条第１項」に、「当該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この

条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分」を

「平成３１年度分」に改め、同条第２項から第４項までを削り、同条第５項中「附則第３０条第６項第１号及び第２号」

を「附則第３０条第２項第１号及び第２号」に、「第２項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア 

３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

附則第９条の７第５項を同条第２項とし、同条第６項中「附則第３０条第７項第１号及び第２号」を「附則第３０条第

３項第１号及び第２号」に改め、「以上の軽自動車」の次に「（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以

下この項及び次項において同じ。）」を加え、「第３項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 
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第２号ア 

 

３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

附則第９条の７第６項を同条第３項とし、同条第７項中「附則第３０条第８項第１号及び第２号」を「附則第３０条第

４項第１号及び第２号」に、「第４項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア 

３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

附則第９条の７第７項を同条第４項とする。 

附則第９条の７の２第１項中「第７項」を「第４項」に改める。 

附則第９条の８の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同条第１項中「によって」を「によ
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り」に、「第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金」を「第３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金」に、

「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県の知事又は市町村若しくは特

別区の長（次項及び第３項において「都道府県知事等」という。）」に改め、同条第２項及び第３項中「地方団体の長」

を「都道府県知事等」に改める。 

附則第９条の８の２中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「においては」を「（法附則第７条

第１３項の規定によりなかつたものとみなされる場合を除く。）には」に改める。 

 （泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成２９年泉南市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  第１条のうち、泉南市市税賦課徴収条例附則第９条の７第１項の改正規定中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による」を「最初の法第４４４条第３項に規定する」を「平成１８年３月３１日までに初めて道路運送車両法

第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受

けた法附則第３０条第１項」を「法附則第３０条」に、「平成３１年度分」を「当該軽自動車が最初の法第４４４条第

３項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分」に改め、同条

例附則第９条の７第２項から第７項までを削り、同条を附則第９条の７の６とする改正規定中「第２項から第７項ま

で」を「第２項から第４項まで」に改め、同条例附則第９条の６の次に５条を加える改正規定（同条例附則第９条の７

の５第２項に係る部分に限る。）中「については」の次に「、当分の間」を加える。 

 （泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成３０年泉南市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  第１条のうち、泉南市市税賦課徴収条例第３９条第１項の改正規定中「及び第１１項」を「、第１１項及び第１３項」

に改め、同条に３項を加える改正規定中「次の３項」を「次の８項」に改め、同改正規定（同条第１０項に係る部分

に限る。）中「次項」の次に「及び第１２項」を加え、「その他施行規則で定める方法」を削り、同改正規定（同条
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第１２項に係る部分に限る。）中「申告は、」の次に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のように加える。 

 １３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用

することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると

認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、

当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前３項の規定は、適用しない。法人税法第７５条の４第２

項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第１０項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、

又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日

までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間

内に行う同項の申告についても、同様とする。 

 １４ 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段

の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添

付して、当該期間の開始の日の１５日前までに、これを市長に提出しなければならない。 

 １５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の申告につき第１３項の規定の適用を受けることをやめ

ようとするときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。 

 １６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２１条の８第５１項の処分又は前項の届出書の提

出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第１３項前段の期間内に行う第１０項の

申告については、第１３項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受

けたときは、この限りでない。 

 １７ 第１３項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第１５項の届出書の提出又は法人税法第７５条の４第３

項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を含む。）の処分があつたときは、これら

の届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第１３項後段の期間内に行う第１０項の申告については、第１３項
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後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りで

ない。 

  附則第１条第５号中「３項を」を「８項を」に改める。 

  附則第２条第３項中「第１２項」を「第１７項」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第１条中泉南市市税賦課徴収条例第２３条の改正規定並

びに同条例附則第６条の２の４、第９条の８及び第９条の８の２の改正規定並びに次条第２項から第４項までの規定は、

平成３１年６月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の泉南市市税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）

の規定中個人の市民税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３０年度分まで

の個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２３条並びに附則第６条の２の４及び第９条の８の２の規定は、平成３２年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し、平成３１年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２３条第１項及び附則第９条の８の２の規定の適用については、平成３２年度分の個人の市民税に限り、次の

表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２３条第１項 

 

特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第１項第１号に

掲げる寄附金（平成３１年６月１日前に支出

したものに限る。） 
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附則第９条の８の２ 

 

特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は法第３１４条の７第

１項第１号に掲げる寄附金（平成３１年６月

１日前に支出したものに限る。） 

送付 送付又は泉南市市税賦課条例等の一部を改正

する条例（平成３１年泉南市条例第１０号）

附則第２条第４項の規定によりなお従前の例

によることとされる同条例第１条の規定によ

る改正前の泉南市市税賦課条例附則第９条の

８第３項の規定による同条第１項に規定する

申告特例通知書の送付 

４ 新条例附則第９条の８第１項から第３項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条ただし書に規定する規定の

施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号。以下この項において「改正法」とい

う。）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７第２項に規定する特例控除対

象寄附金について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第１条の規定による改正前の地方税法

第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成３０年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成３１年度分の軽自動車税について適用し、平成３０年度分までの

軽自動車税については、なお従前の例による。 
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報告第３号 

 

専決処分の承認を求めるについて 

 

 次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和元年６月５日提出 

 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 

 

１ 泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

専決理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）等が平成３１年３月２９日に公布され、都市計画税に関する

制度改正が同年４月１日から施行されることとなったため、本市関係条例においてもこれに合わせて所要の措置を講じる必

要から、専決処分したものである。 
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専決甲第３号 

 

泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

  平成３１年３月２９日専決  

 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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泉南市条例第１１号 

 

泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 

泉南市都市計画税賦課徴収条例（昭和３６年泉南市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１８項」を「附則第１５条第１９項」に改める。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第４０項」に改める。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４４項」に改める。 

附則第１７項中「第１７項、第１８項、第２０項から第２４項まで、第２６項」を「第１８項、第１９項、第２１項から

第２５項まで」に、「第３１項、第３５項、第３９項、第４２項、第４３項若しくは第４７項」を「第２８項、第３２項、

第３６項、第４０項、第４３項、第４４項若しくは第４８項から第５０項まで」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉南市都市計画税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）の

規定は、平成３１年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成３０年度分までの都市計画税については、なお従

前の例による。 

３ この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成３０年法律第４９号）附則第１項

ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第１７項の規定の適用については、同項中「若し
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くは第４８項から第５０項まで」とあるのは「、第４８項若しくは第４９項」とする。 
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報告第４号 

 

   専決処分の承認を求めるについて 

  

 次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和元年６月５日提出 

 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 

 

１ 泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

専決理由 

 地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成３１年政令第８７号）が平成３１年３月２９日に公布され、国民健康保険

税についての制度改正が同年４月１日から施行されることとなったため、本市関係条例においてもこれに合わせて所要の措

置を講じる必要から、専決処分したものである。 
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専決甲第４号 

 

泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

  平成３１年３月２９日専決  

 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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泉南市条例第１２号 

 

泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

泉南市国民健康保険税条例（昭和４１年泉南市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２３条第２号中「２７５，０００円」を「２８０，０００円」に改め、同条第３号中「５００，０００円」を「５１ 

０，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の泉南市国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以後の年度分の泉南市国民健康保険税につ

いて適用し、平成３０年度分までの泉南市国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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白  紙 
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報告第５号 

 

平成３０年度大阪府泉南市一般会計継続費繰越計算書について 

 

 平成３０年度大阪府泉南市一般会計の継続費年割額に係る経費の金額のうち支出の終わらなかったものにつき、次のとお

り逓次繰り越しをしたので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により報告する。 

 

平成３０年度大阪府泉南市一般会計継続費繰越計算書 

 

前年度逓次

繰　越　額 国・ 府支 出金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

教育費 中学校費
泉南中学校
建替事業

3,154,156,000 177,759,000 1,649,152,680 1,826,911,680 1,522,779,480 304,132,200 304,132,200 79,200 59,253,000 244,800,000 0

残  額
翌年度逓次
繰　越　額

左 の 財 源 内 訳

予　算
計上額

計 繰 越 金
特　　定　　財　　源

支出済額
及　　び

支出見込額
款 項 事 業 名 継続費の総額

平成30年度継続費予算現額

 

令和元年６月５日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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白  紙 
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報告第６号 

 

平成３０年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 

 平成３０年度大阪府泉南市一般会計の繰越明許費に係る経費について次のとおり繰り越しをしたので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。 

 

平成３０年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書 

 

既収入特定財源 未収入特定財源 一 般 財 源

農林水産業費 農業費 溜池改修事業 4,500,000 4,500,000 3,760,000 740,000

農林水産業費 農業費 台風第21号災害対策事業 82,781,000 82,781,000 66,705,000 16,076,000

土木費 都市計画費 公園緑地等維持管理事業 5,183,000 5,182,512 5,182,512

消防費 消防費 消防団事業 200,000 200,000 200,000

教育費 教育総務費 教育推進事業 25,863,000 25,862,844 25,862,844

教育費 小学校費 施設保全整備事業 845,787,000 845,787,000 844,524,000 1,263,000

教育費 中学校費 施設保全整備事業 8,901,000 8,901,000 8,897,000 4,000

翌 年 度 繰 越 額
左 の 財 源 内 訳

款 項 事 業 名 金 額

円 円 円 円 円
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災害復旧費
公共土木施設
災害復旧費

公共土木施設災害復旧事業 8,045,000 8,045,000 7,965,000 80,000

災害復旧費
厚生労働施設
災害復旧費

その他福祉施設災害復旧事業 324,000 324,000 324,000

災害復旧費
文教施設災害
復旧費

小学校災害復旧事業 21,522,000 21,420,000 19,884,000 1,536,000

災害復旧費
文教施設災害
復旧費

中学校災害復旧事業 31,000,000 31,000,000 30,707,000 293,000

災害復旧費
文教施設災害
復旧費

幼稚園災害復旧事業 9,000,000 9,000,000 8,938,000 62,000

災害復旧費
文教施設災害
復旧費

その他教育施設災害復旧事業 23,732,000 23,732,000 23,700,000 32,000

1,066,838,000 1,066,735,356 1,015,080,000 51,655,356合　　　　　　　　　　　　計
 

令和元年６月５日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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報告第７号 

平成３０年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計繰越明許費繰越計算書について

 平成３０年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計の繰越明許費に係る経費について次のとおり繰り越しをしたので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。 

平成３０年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計繰越明許費繰越計算書 

既収入特定財源 未収入特定財源 一 般 財 源

総務費 総務管理費 繰出金(谷口池改修)事業 560,000 560,000 560,000

翌年度繰越額
左 の 財 源 内 訳

款 項 事 業 名 金 額

円 円 円 円 円

令和元年６月５日提出 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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報告第８号 

 

平成３０年度大阪府泉南市馬場財産区会計繰越明許費繰越計算書について 

 

 平成３０年度大阪府泉南市馬場財産区会計の繰越明許費に係る経費について次のとおり繰り越しをしたので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。 

 

平成３０年度大阪府泉南市馬場財産区会計繰越明許費繰越計算書 

 

既収入特定財源 未収入特定財源 一 般 財 源

総務費 総務管理費 繰出金(前田池改修)事業 700,000 700,000 700,000

翌年度繰越額
左 の 財 源 内 訳

款 項 事 業 名 金 額

円 円 円 円 円

 

  令和元年６月５日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第１号 
 

泉南市公平委員会委員の選任について 

 
 次の者を泉南市公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定

により、議会の同意を求める。 
 

令和元年６月５日提出 

 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 

 

住  所  泉南市内 
氏  名  土井 聡（どい あきら） 
生年月日  ○年○月○日 
職  業  無 職 

 
提案理由 
 公平委員会委員岩本正美氏が平成３１年３月３１日をもって退職したため、後任として土井聡氏を最適任者と認め、新た

に選任したいので提案するものである。 
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議案第１号参考 

 
土井 聡 氏 経歴 

 
昭和５３年 ３月  大阪市立大学卒業 
同 ５３年 ４月  泉南市採用 
平成２２年 ４月  泉南市都市整備部長 
同 ２６年 ３月  泉南市退職 
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議案第２号 
 

人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて 

 
 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、

議会の意見を求める。 
 

令和元年６月５日提出 

 

                                泉南市長 竹 中 勇 人 

 

住  所  泉南市内 
氏  名  田中 千賀子（たなか ちかこ） 
生年月日  ○年○月○日 
職  業  無 職 

 
提案理由 
 田中千賀子氏は、令和元年１２月３１日をもって任期満了となるが、人権擁護委員として最適任者と認め再推薦したいの

で、意見を求めるものである。 
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議案第２号参考 
 

田中 千賀子 氏 経歴 
 
昭和４５年 ３月  島野工業株式会社（現（株）シマノ）入社 
同 ４８年１０月  帝塚山学院短期大学二部文学科卒業 
同 ５１年 ９月  島野工業株式会社（現（株）シマノ）退社 
平成１３年 ４月  泉南市 PTA 協議会母親代表 
同 １４年 ４月  泉南市立信達中学校 PTA 書記 
同 １５年 ４月  泉南市立信達中学校 PTA 母親代表 
同 １７年 ４月  泉南市青少年指導員  
同 １９年１２月  泉南市民生主任児童委員 
同 ２５年１０月  泉南市人権擁護委員（１期目） 
同 ２６年 ４月  子どもの人権専門委員（現在に至る） 
同 ２９年 １月  泉南市人権擁護委員（２期目）（現在に至る） 
同 ３０年 ４月  岸和田人権擁護委員協議会常務委員（現在に至る） 
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議案第３号 
 

工事請負契約の締結について 

 
 次のとおり工事請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年泉南市条例第１２号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 
 

令和元年６月５日提出 
 

泉南市長 竹 中 勇 人 
 

契 約 の 目 的  泉南中学校旧校舎除却工事 

契約の相手方  住所 泉南市幡代一丁目３２番１０号 

名称 阪南土建 株式会社 

   代表取締役 前西 邦康 

              

契 約 金 額  ２１０，７８６，４００円 

契約の締結方法  指名競争入札 

仮 契 約 日  平成３１年４月１９日
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議案第３号参考資料 
 

工事請負仮契約の締結の経過 
 
泉南中学校旧校舎除却工事 

 
工事の概要  旧校舎除却 

（内訳） 管理・特別・普通教室棟  鉄筋コンクリート造３階建  延床面積 ４，７４７．７㎡ 

普通教室棟        鉄筋コンクリート造３階建  延床面積   ５３６．５㎡ 

特別教室棟        鉄筋コンクリート造３階建  延床面積   ７２７．７㎡ 

管理室棟         鉄筋コンクリート造平屋建  延床面積   ３８１．３㎡ 

プロパン庫        補強ＣＢ造平屋建      延床面積     ４．３㎡ 

外壁仕上げ塗材剥離                  対象面積  約３，３００㎡ 

    屋外附帯施設・設備・樹木等除却 

 

 
工 事 期 間   本契約締結日から令和２年１月３１日まで 

 
入 札 事 項   入 札 日  平成３１年４月１２日 
      入札参加者数  ３者 
      入 札 回 数  １回 
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泉南中学校旧校舎除却工事入札業者及び入札経過一覧表 
 
落 札 金 額 ２１０，７８６，４００円 
注）落札金額は、入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する額（円未満切捨て）を加算した金額とする。 

  
業 者 名 第１回入札金額（円） 備 考 

㈱旭工建 １９１，６２４，０００  

杉本建設㈱ １９１，６２４，０００   

阪南土建㈱ １９１，６２４，０００ 落 札（ 抽 選 ） 

 
予 定 価 格 ２７３，７４９，０００円 
最低制限価格 １９１，６２４，０００円 

 注）入札金額、予定価格、最低制限価格には消費税分及び地方消費税分に相当する金額は含まない。 

41



白 紙 

42

kagotani2320
長方形



議案第４号 

 

泉南市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

泉南市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

令和元年６月５日提出 

 

                      泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由 

 工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）の一部が改正されたことに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提

案するものである。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例 

 

泉南市行政不服審査に関する条例（平成２８年泉南市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項各号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年７月１日から施行する。 
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議案第５号 

  

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

  

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

  

令和元年６月５日提出 

  

                     泉南市長 竹 中 勇 人 

  

提案理由 

改元に伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 

 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 

職員の服務の宣誓に関する条例（昭和３２年泉南市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「別記様式」を「様式第１号又は様式第２号」に改める。 

別記様式１中「様式１」を「様式第１号（第２条関係）」に改め、「平成」を削る。 

別記様式２中「様式２」を「様式第２号（第２条関係）」に改め、「平成」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６号 

  

特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

  

特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

令和元年６月５日提出 

  

                     泉南市長 竹 中 勇 人 

  

提案理由 

他の地方公共団体等の職員から教育長となった者の退職手当について、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案する

ものである。 
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泉南市条例第 号 

 

特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

特別職の職員の退職手当に関する条例（平成１１年泉南市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

附則第５項の前の見出し及び同項各号列記以外の部分中「副市長」の次に「又は教育長」を加え、同項第１号中「副市

長」の次に「又は教育長」を、「第３条第１項第２号」の次に「又は第３号」を加える。 

附則第６項中「副市長」の次に「又は教育長」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７号 

  

泉南市財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

  

泉南市財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

  

令和元年６月５日提出 

  

                     泉南市長 竹 中 勇 人 

  

提案理由 

改元に伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 

 

泉南市財政状況の公表に関する条例（昭和５４年泉南市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「別記」を「規則で定める」に改める。 

様式を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第８号 

  

泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

  

泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

  

令和元年６月５日提出 

  

                  泉南市長 竹 中 勇 人 

  

提案理由 

 平成３１年度税制改正による個人住民税課税及び車体課税等にかかる地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正

に伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものである。  
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泉南市条例第 号 

泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

第１条 泉南市市税賦課徴収条例（昭和３２年泉南市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第２６条中第９項を第１０項とし、第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

７ 第１項又は第５項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第１９０条の規定の適用を受けたもの

を有する者で市内に住所を有するものが、第１項の申告書を提出するときは、法第３１７条の２第１項各号に掲げる

事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。 

第２７条の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１項中「同項の」を「同項に規定

する」に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

 第２７条の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１項中「第２０３条の５第１項」

を「第２０３条の６第１項」に改め、「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等（所得

税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者

であつて、扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加え、「同項の」を

「所得税法第２０３条の６第１項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め、同項中第３

号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

第２７条の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６第２項」に改め、同条第４項中「第２０３条の５
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第５項」を「第２０３条の６第６項」に改める。 

第２８条第１項中「によつて」を「により」に、「同条第８項」を「同条第９項」に、「第９項」を「第１０項」に、

「においては」を「には」に改める。 

  附則第９条の８の２を附則第９条の９の２とし、附則第９条の８を附則第９条の９とする。 

附則第９条の７の６中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め、「指定」の次に「（次項から第４項までに

おいて「初回車両番号指定」という。）」を加え、同条に次の３項を加える。 

 ２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第７３条の規定の適用については、当

該軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

 ３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この

項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）のうち３輪以上のものに対する第７３条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日
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までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

 ４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受け

るものを除く。）に対する第７３条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和

２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソ

リン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度

分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

  附則第９条の７の６を附則第９条の８とし、同条の次に次の１条を加える。 

  （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 
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 第９条の８の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２項から第４項までの規

定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３

０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第７４条第２項の納期限（納期限の延長が

あつたときは、その延長された納期限）後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認

定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者

の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交

通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在にお

ける当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第７９条及び第８

０条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに１００分の１

０の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

附則第９条の７の５に次の１項を加える。 

 ３ 自家用の３輪以上の軽自動車であつて乗用のものに対する第７２条の４（第２号に係る部分に限る。）及び前項の規

定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「１００分の２」とあ

るのは、「１００分の１」とする。 

附則第９条の７の５を附則第９条の７の７とし、附則第９条の７の２から附則第９条の７の４までを２条ずつ繰り下げ

る。 

附則第９条の７に次の３項を加える。 

２ 府知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第

４４６条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項（これらの規定
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を同条第４項において準用する場合を含む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をすると

きは、国土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

３ 府知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額につい

て不足額があることを附則第９条の７の５の規定により読み替えられた第７２条の６第１項の納期限（納期限の延長が

あつたときは、その延長された納期限）後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認

定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者

の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交

通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る

３輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１の規定によりその例によることとされた法第１６１条第１項に規定

する申告書を提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用す

る。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに１００分

の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

附則第９条の７を附則第９条の７の３とし、附則第９条の６の次に次の２条を加える。 

  （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

 第９条の７ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自

家用のものに限る。以下この条において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日

から令和２年９月３０日までの間（附則第９条の７の７第３項において「特定期間」という。）に行われたときに限

り、第７１条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

  （軽自動車税の環境性能割の非課税の特例） 
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第９条７の２ 市長は、当分の間、第７２条の２の規定にかかわらず、府知事が自動車税の環境性能割を課税免除する自

動車に相当するものとして市長が定める３輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

第２条 泉南市市税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。 

  第１２条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。 

  附則第９条の８第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用のものに対する第７３条

の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

附則第９条の８の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和元年１０月１日 

 ⑵ 第１条中泉南市市税条例賦課徴収条例第２６条中第９項を第１０項とし、第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、

第６項の次に１項を加える改正規定並びに第２７条の２、第２７条の３及び第２８条第１項の改正規定並びに次条の

規定 令和２年１月１日 

 ⑶ 第２条中泉南市市税賦課徴収条例第１２条の改正規定及び附則第３条の規定 令和３年１月１日 

 ⑷ 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第５条の規定 令和３年４月１日 

 （市民税に関する経過措置） 
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第２条 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の泉南市市税賦課徴収条例（次項及び第３項において「２年新条例」

という。）第２６条第７項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和２年度以後の年度分の個人の市民税に係る

申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市

民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 

２ ２年新条例第２７条の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以

後に支払を受けるべき泉南市市税賦課徴収条例第２６条第１項に規定する給与について提出する２年新条例第２７条の２

第１項及び第２項に規定する申告書について適用する。 

３ ２年新条例第２７条の３第１項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法

等の一部を改正する法律（平成３１年法律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年法律第３３号。以

下この項において「新所得税法」という。）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７の

規定の適用を受けるものを除く。）について提出する２年新条例第２７条の３第１項に規定する申告書について適用する。 

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の泉南市市税賦課徴収条例第１２条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の泉南市市税賦課徴収条例（以下「元

年１０月新条例」という。）の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得

された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

２ 元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後の年度分の軽自動車税の種別割につい

て適用する。 

第５条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の泉南市市税賦課徴収条例の規定は、令和３年度以後の年度分の軽自
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動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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議案第９号 

 

泉南市立公民館条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

泉南市立公民館条例等の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

令和元年６月５日提出 

 

                      泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由 

文化ホール協議会の委員の選任に際し、より市民の参画を促すために公募による選任が行えるよう所要の措置を講じると

ともに、公民館運営審議会及び図書館協議会の委員選任についても同様の表現に統一するため、本条例を提案するものであ

る。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市立公民館条例等の一部を改正する条例 

 

（泉南市立公民館条例の一部改正） 

第１条 泉南市立公民館条例（昭和３１年泉南市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「公民館の活動に理解と熱意がある者」を「公募による市民」に改める。 

（泉南市立文化ホール条例の一部改正） 

第２条 泉南市立文化ホール条例（昭和５８年泉南市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「関係者」の次に「、公募による市民」を加える。 

（泉南市立図書館条例の一部改正） 

第３条 泉南市立図書館条例（昭和５８年泉南市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「図書館の活動に理解と熱意がある者」を「公募による市民」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に任命されている委員は、この条例による改正後の規定に基づく委員とみなす。 
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議案第１０号 

 

泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について 
 

泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

令和元年６月５日提出 

 

                      泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の一部が改正されたことに伴い、所

要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例 
 

泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年泉南市条例第１５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条第２項各号列記以外の部分中「こと」の次に「とすること」を加え、同条に次の２項を加える。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき

は、同号の規定を適用しないこととすることができる。 

５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第５９条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が

２０人以上のものに限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者と

して適切に確保しなければならない。 

⑴  子ども・子育て支援法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第１２

項に規定する業務を目的とするものに限る。） 

⑵ 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設であって、法第６条の３第９項第１号に

規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの 

第１６条第２項第３号中「乳幼児」を「利用乳幼児」に改め、同号中「。附則第２条第２項において同じ」を削る。 

第４５条に次の１項を加える。 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２号に規定する事業を行うものであって、市長が

適当と認めるもの（附則第３条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第６条第１項本文
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の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

附則第２条第２項中「（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。）」を削る。 

附則第３条中「事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改

める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１１号 

泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和元年６月５日提出 

泉南市長 竹 中 勇 人 

提案理由 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成３１年厚生労働省令第５０号）により

放課後児童支援員認定資格研修について、指定都市の長も実施できるようになったこと及び学校教育法の一部を改正する法

律（平成２９年法律第４１号）による専門職大学の制度化並びに改元に伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案

するものである。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 
 

泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年泉南市条例第１６号）の一部を次

のように改正する。 

第１０条第３項中「知事」の次に「又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の

長」を加え、同項第５号中「した者」の次に「（当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を

修了した者を含む。）」を加える。 

附則第２条中「平成３２年」を「令和２年」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１２号 

 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

令和元年６月５日提出 

 

                      泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由  

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）の一部改正により、災害援護資金の貸付利率につい

て市町村が条例で定めるものとされたこと、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和４８年政令第３７４号）

の一部改正により、災害援護資金の保証人の有無、償還方法について見直しが行われたことに伴い、所要の措置を講

じる必要から、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 

 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 

災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年泉南市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第１４条を次のように改める。 

（保証人及び利率） 

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 

２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間

経過後はその利率を延滞の場合を除き年１パーセントとする。 

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第９条

の違約金を包含するものとする。 

第１５条第１項中「又は半年賦償還」を「、半年賦償還又は月賦償還」に改め、同条第３項中「、保証人」を削り、「第

１２条」を「第１１条」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第１４条及び第１５条第３項の規定は、平成３１年４月１日

以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害
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により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。 
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議案第１３号 

 

泉南市し尿処理場設置並びに管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 

泉南市し尿処理場設置並びに管理条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

令和元年６月５日提出 

 

                      泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由  

学校教育法の一部を改正する法律（平成２９年法律第４１号）による専門職大学の制度化に伴い、所要の措置を講じる必

要から、本条例を提案するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

73



泉南市条例第 号 

泉南市し尿処理場設置並びに管理条例の一部を改正する条例 

泉南市し尿処理場設置並びに管理条例（昭和３９年泉南市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第６号中「短期大学」の次に「（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）」を、「卒業した」の次に

「（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）」を加え、同条第７号中「短期大学」の次に「（同法に

基づく専門職大学の前期課程を含む。）」を、「卒業した」の次に「（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合

を含む。）」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１４号 

 

泉南市の公害防止と環境保全に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

泉南市の公害防止と環境保全に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

令和元年６月５日提出 

 

                      泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由  

工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）の一部が改正されたことに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提

案するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

75



泉南市条例第 号 

 

泉南市の公害防止と環境保全に関する条例の一部を改正する条例 

 

泉南市の公害防止と環境保全に関する条例（昭和５０年泉南市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「別表第１」を「別表第１（第２条関係）」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

別表第２中「別表第２」を「別表第２（第２条関係）」に改める。 

別表第３中「別表第３」を「別表第３（第２条関係）」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年７月１日から施行する。 
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議案第１５号 

 

令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第３号） 

 

 元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度大阪府泉南市一般会計予算」の名称を

「令和元年度大阪府泉南市一般会計予算」とし、元号の表示についても「令和」に読み替えるものとする。 

 令和元年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３７，６６９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２３，９９３，７８５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の補正は、「第２表  継続費補正」

による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の補正は、「第３表 地方債補正」による。 

 

令和元年６月５日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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　１．　歳　　入 (単位：千円）

11 地方交付税 2,757,648 22,514 2,780,162

1 地方交付税 2,757,648 22,514 2,780,162

15 国庫支出金 4,216,970 66,855 4,283,825

2 国庫補助金 519,129 66,855 585,984

19 繰入金 718,753 8,500 727,253

1 基金繰入金 710,394 8,500 718,894

20 諸収入 202,348 2,000 204,348

4 雑入 194,071 2,000 196,071

21 市債 2,646,700 137,800 2,784,500

1 市債 2,646,700 137,800 2,784,500

23,756,116 237,669 23,993,785

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正　

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計款 項

 歳 入 合 計 
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（単位：千円）

2 総務費 2,032,471 2,000 2,034,471

1 総務管理費 1,426,749 2,000 1,428,749

3 民生費 10,866,887 3,961 10,870,848

2 児童福祉費 3,840,617 2,736 3,843,353

4 国民健康保険費 807,793 675 808,468

5 介護保険費 872,693 550 873,243

4 衛生費 1,626,532 23,253 1,649,785

1 保健衛生費 463,919 14,242 478,161

2 清掃費 1,148,366 9,011 1,157,377

8 消防費 925,402 1,122 926,524

1 消防費 925,402 1,122 926,524

9 教育費 2,183,572 207,333 2,390,905

1 教育総務費 335,661 826 336,487

2 小学校費 408,719 218,600 627,319

3 中学校費 509,573 △ 12,093 497,480

23,756,116 237,669 23,993,785

　２．　歳　　出

補　　正　　額 計補 正 前 の 額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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第２表　継続費補正

１  変    更

第３表　地方債補正

１  変    更

千円 年％以内 千円 年％以内

415,700 補正前と同じ 補正前と同じ 補正前と同じ

（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方公
共団体金融機構資金
について、利率の見
直しを行った後にお
いては当該見直し後
の利率）

政府その他の金融機
関の資金について
は、その融通条件に
よる。ただし、財政
の都合により、償還
期限及び据置期間を
短縮し、又は繰上償
還若しくは低利に借
り換えることができ
る。

学校教育施設等整備事業 277,900
普通貸借

(証書借入)
又　　は
証券発行

6

3,154,156

令和元年度

９ 教   育   費 ３ 中　学　校　費 泉南中学校建替事業

令和２年度

起 債 の 目 的

補正前 補正後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

12,093

177,759

千円

1,522,780

平成３０年度 177,759 平成３０年度

3,154,156

平成２９年度 1,522,780 平成２９年度

千円 千円

平成２８年度 1,177,136 平成２８年度

276,481 令和元年度 264,388

款
総　　  　額 年　  割　  額

1,177,136

千円

年　　　　度
項 事　 　業　 　名

補　　正　　前 補　　正　　後

総　　  　額 年　　　　度 年　  割　  額
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令和元年度 

大阪府泉南市一般会計補正予算（第３号）事項別明細書 



白 紙 

kagotani2320
長方形



（単位：千円）

11

地方交付税 2,757,648 22,514 2,780,162

( 1)

地方交付税 2,757,648 22,514 2,780,162

  1) 1. 普通交付税

地方交付税 2,757,648 22,514 2,780,162 地方交付税 22,514

15

国庫支出金 4,216,970 66,855 4,283,825

( 2)

国庫補助金 519,129 66,855 585,984

  2) 2. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（臨時・特別

民生費国庫補助金 284,205 1,400 285,605 児童福祉費補助金 1,400 給付金分）

  3) 1. 感染症予防事業費等補助金

衛生費国庫補助金 10,204 4,787 14,991 保健衛生費補助金 4,787

  5) 1. 学校施設環境改善交付金

教育費国庫補助金 50,512 60,295 110,807 小学校費補助金 60,295

  6) 1. 消防団設備整備費補助金

消防費国庫補助金 0 373 373 消防費補助金 373

19

繰入金 718,753 8,500 727,253

( 1)

基金繰入金 710,394 8,500 718,894

  2) 1. 公共施設整備基金繰入金

公共施設整備基金 公共施設整備基金

繰入金 119,194 8,500 127,694 繰入金 8,500

20

諸収入 202,348 2,000 204,348

( 4)

雑入 194,071 2,000 196,071

  2) 4. 自治宝くじコミュニティ助成金（危機管理課）

雑入 192,871 2,000 194,871 雑入 2,000

21

市債 2,646,700 137,800 2,784,500

款 21 市債

歳 入

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

説 明
区　　分 金　　額
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款 21 市債　　項  1 市債 （単位：千円）

( 1)

市債 2,646,700 137,800 2,784,500

  6) 1. 学校教育施設等整備事業債

教育債 282,300 137,800 420,100 小学校債 148,600

2. 学校教育施設等整備事業債

中学校債 △10,800

目 補正前の額

歳 入 合 計 23,756,116 237,669 23,993,785

補　正　額 計
節

説 明
区　　分 金　　額

款　　項
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（単位：千円）

 2 総務費 2,032,471 2,000 2,034,471 2,000

諸収入

2,000

( 1) 総務管理費 1,426,749 2,000 1,428,749 2,000

諸収入

2,000

9) 企画費 202,050 2,000 204,050 2,000

諸収入

2,000

金 額

19. 負担金、補助及び

交付金 2,000

[16] 自主防災組織強

化事業 6,123 2,000 8,123 2,000 危機管理課

諸収入

2,000

[ 雑入

2,000 ]

金 額

19. 負担金、補助及び コミュニティ補助金

交付金 2,000

 3 民生費 10,866,887 3,961 10,870,848 1,400 2,561

国庫支出金

1,400

( 2) 児童福祉費 3,840,617 2,736 3,843,353 1,400 1,336

国庫支出金

1,400

3) 母子福祉費 370,463 2,736 373,199 1,400 1,336

国庫支出金

1,400

金 額

12. 役務費 40

13. 委託料 1,296

20. 扶助費 1,400

款  3 民生費　　項  2 児童福祉費

特  定  財  源

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分

一 般 財 源

歳 出

款　　項　　目　　事業 補正前の額 補　正　額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

説 明
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款  3 民生費　　項  2 児童福祉費 （単位：千円）

[ 9] 未婚の児童扶養

手当受給者に対

する臨時・特別

給付事業 0 2,736 2,736 1,400 1,336 生活福祉課

国庫支出金

1,400

[ 児童福祉費補助金

1,400 ]

金 額

12. 役務費 40 郵便料

13. 委託料 1,296 電算システム改修委託料

20. 扶助費 1,400 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金

( 4) 国民健康保険費 807,793 675 808,468 675

1) 国民健康保険費 807,793 675 808,468 675

金 額

28. 繰出金 675

[ 1] 国民健康保険事

業特別会計繰出

金事業 807,793 675 808,468 675 保険年金課

金 額

28. 繰出金 675 国民健康保険事業特別会計繰出金

( 5) 介護保険費 872,693 550 873,243 550

1) 介護保険費 872,693 550 873,243 550

金 額

28. 繰出金 550

[ 1] 介護保険事業特

別会計繰出金事

業 871,730 550 872,280 550 長寿社会推進課

金 額

28. 繰出金 550 介護保険事業特別会計繰出金

 4 衛生費 1,626,532 23,253 1,649,785 4,787 18,466

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分

計
補 正 額 の 財 源 内 訳

説 明
特  定  財  源

節　　区　　分

一 般 財 源
款　　項　　目　　事業 補正前の額 補　正　額
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国庫支出金

4,787

( 1) 保健衛生費 463,919 14,242 478,161 4,787 9,455

国庫支出金

4,787

  4) 予防対策費 123,856 14,242 138,098 4,787 9,455

国庫支出金

4,787

金　　　額

11. 需用費 209

12. 役務費 126

13. 委託料 13,348

19. 負担金、補助及び

交付金 559

[ 1] 予防接種事業 122,576 14,242 136,818 4,787 9,455 保健推進課

国庫支出金

4,787

[ 保健衛生費補助金

4,787 ]

金　　　額

11. 需用費 209 消耗品費 95

印刷製本費 114

12. 役務費 126 郵便料

13. 委託料 13,348 電算委託料 44

高齢者肺炎球菌予防接種委託料 1,000

麻しん風しん予防接種委託料 12,283

封入封緘業務委託料 21

19. 負担金、補助及び 定期予防接種負担助成金

交付金 559

( 2) 清掃費 1,148,366 9,011 1,157,377 9,011

  2) し尿処理費 225,775 9,011 234,786 9,011

金　　　額

11. 需用費 4,191

13. 委託料 4,820

[ 3] 双子川浄苑維持

管理事業 119,196 9,011 128,207 9,011 環境整備課

款  4 衛生費　　項  2 清掃費

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分
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款  4 衛生費　　項  2 清掃費 （単位：千円）

金 額

11. 需用費 4,191 施設等修繕料

13. 委託料 4,820 生し尿・浄化槽汚泥貯留槽浚渫清掃業務委託料

 8 消防費 925,402 1,122 926,524 373 749

国庫支出金

373

( 1) 消防費 925,402 1,122 926,524 373 749

国庫支出金

373

2) 非常備消防費 52,719 1,122 53,841 373 749

国庫支出金

373

金 額

18. 備品購入費 1,122

[ 1] 消防団事業 48,427 1,122 49,549 373 749 危機管理課

国庫支出金

373

[ 消防費補助金

373 ]

金 額

18. 備品購入費 1,122 機械器具費

 9 教育費 2,183,572 207,333 2,390,905 198,095 9,238

国庫支出金

60,295

地方債

137,800

( 1) 教育総務費 335,661 826 336,487 826

3) 指導費 107,622 826 108,448 826

金 額

9. 旅費 826

[ 8] 学力向上対策事

業 1,430 526 1,956 526 指導課

特  定  財  源

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分

一 般 財 源
款　　項　　目　　事業 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明
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金　　　額

 9. 旅費 526 普通旅費

[10] 小中一貫教育推

進事業 580 300 880 300 指導課

金　　　額

 9. 旅費 300 普通旅費

( 2) 小学校費 408,719 218,600 627,319 208,895 9,705

国庫支出金

60,295

地方債

148,600

  3) 学校施設整備費 24,192 218,600 242,792 208,895 9,705

国庫支出金

60,295

地方債

148,600

金　　　額

13. 委託料 8,600

15. 工事請負費 210,000

[ 1] 施設保全整備事

業 24,192 218,600 242,792 208,895 9,705 教育総務課

国庫支出金

60,295

[ 小学校費補助金

60,295 ]

地方債

148,600

[ 小学校債

148,600 ]

金　　　額

13. 委託料 8,600 設計委託料

15. 工事請負費 210,000

( 3) 中学校費 509,573 △12,093 497,480 △10,800 △1,293

地方債

△10,800

  3) 学校施設整備費 293,104 △12,093 281,011 △10,800 △1,293

款  9 教育費　　項  3 中学校費

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分
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款  9 教育費　　項  3 中学校費 （単位：千円）

地方債

△10,800

金 額

15. 工事請負費 △12,093

[ 2] 中学校老朽化対

策事業 277,590 △12,093 265,497 △10,800 △1,293 教育総務課

地方債

△10,800

[ 中学校債

△10,800 ]

金 額

15. 工事請負費 △12,093

国庫支出金

66,855

地方債

137,800

諸収入

2,000

特  定  財  源

節　　区　　分

節　　区　　分

歳 出 合 計 23,756,116 237,669 23,993,785

一 般 財 源
款　　項　　目　　事業 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明
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（単位：千円）

当 該 年 度 中 当 該 年 度 末 当 該 年 度 中 当 該 年 度 末

起 債 見 込 額 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 現 在 高 見 込 額

1. 1,693,400 15,070,263 1,831,200 15,208,063

(3) 教 育 301,700 4,503,394 439,500 4,641,194

2,646,700 27,470,692 2,784,500 27,608,492計

地方債現在高の補正調書

区 分

補 正 前 の 額 補 正 後 の 額

普 通 債
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参　考

（単位：千円・％）

1 市税 8,938,042 8,938,042 37.3

2 地方譲与税 157,900 157,900 0.7

3 利子割交付金 15,100 15,100 0.1

4 配当割交付金 49,700 49,700 0.2

5 株式等譲渡所得割交付金 45,700 45,700 0.2

6 地方消費税交付金 1,173,100 1,173,100 4.9

7 ゴルフ場利用税交付金 44,100 44,100 0.2

8 自動車取得税交付金 33,900 33,900 0.1

9 環境性能割交付金 19,700 19,700 0.1

10 地方特例交付金 59,500 59,500 0.2

11 地方交付税 2,757,648 22,514 2,780,162 11.6

12 交通安全対策特別交付金 9,338 9,338  ―

13 分担金及び負担金 230,776 230,776 1.0

14 使用料及び手数料 368,455 368,455 1.5

15 国庫支出金 4,216,970 66,855 4,283,825 17.9

16 府支出金 1,882,416 1,882,416 7.8

17 財産収入 34,370 34,370 0.1

18 寄附金 151,600 151,600 0.6

19 繰入金 718,753 8,500 727,253 3.0

20 諸収入 202,348 2,000 204,348 0.9

款　別　現　計　予　算　表

１.　歳　　入

款 現　計　予　算　額 今　回　予　算　額 計 比　　率
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（単位：千円・％）

21 市債 2,646,700 137,800 2,784,500 11.6

23,756,116 237,669 23,993,785 100.0　　 歳 入 合 計  
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（単位：千円・％）

1 議会費 215,623 215,623 0.9

2 総務費 2,032,471 2,000 2,034,471 8.5

3 民生費 10,866,887 3,961 10,870,848 45.3

4 衛生費 1,626,532 23,253 1,649,785 6.9

5 農林水産業費 168,985 168,985 0.7

6 商工費 84,876 84,876 0.3

7 土木費 1,660,682 1,660,682 6.9

8 消防費 925,402 1,122 926,524 3.9

9 教育費 2,183,572 207,333 2,390,905 10.0

10 公債費 3,652,442 3,652,442 15.2

11 諸支出金 318,644 318,644 1.3

12 予備費 20,000 20,000 0.1

23,756,116 237,669 23,993,785 100.0　　 歳 出 合 計  

２. 歳　　出

款 現　計　予　算　額 今　回　予　算　額 計 比　　率
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議案第１６号 

 

令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 元号を定める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計

予算」の名称を「令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算」とし、元号の表示についても「令和」に読み替

えるものとする。 

 令和元年度大阪府泉南市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

７，６７３，２８７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

  令和元年６月５日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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　１．　歳　　入 (単位：千円）

5 繰入金 807,793 675 808,468

1 他会計繰入金 807,793 675 808,468

7,672,612 675 7,673,287

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正　

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計款 項

 歳 入 合 計 
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（単位：千円）

1 総務費 137,765 675 138,440

1 総務管理費 115,707 675 116,382

7,672,612 675 7,673,287

　２．　歳　　出

補　　正　　額 計補 正 前 の 額款 項

 歳 出 合 計 
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白 紙 
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令和元年度 

大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）事項別明細書 



白 紙 

kagotani2320
長方形



（単位：千円）

 5

繰入金 807,793 675 808,468

( 1)

他会計繰入金 807,793 675 808,468

  1) 2. 職員給与費等繰入金

一般会計繰入金 807,793 675 808,468 職員給与費等繰入

金 675

款  5 繰入金　　項  1 他会計繰入金

歳 入 合 計 7,672,612 675 7,673,287

歳 入

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　  明
区　　分 金　　額

101



款  1 総務費　　項  1 総務管理費 （単位：千円）

 1 総務費 137,765 675 138,440 675

( 1) 総務管理費 115,707 675 116,382 675

2) 連合会負担金 1,915 675 2,590 675

金 額

19. 負担金、補助及び

交付金 675

[ 1] 国保連合会参画

事業 1,915 675 2,590 675 保険年金課

金 額

19. 負担金、補助及び 大阪府国民健康保険団体連合会負担金

交付金 675

補正前の額

節　　区　　分

節　　区　　分

歳 出 合 計 7,672,612 675 7,673,287

補　正　額

歳 出

補 正 額 の 財 源 内 訳
説　  明

特  定  財  源
計

一 般 財 源
款　　項　　目　　事業
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議案第１７号 
 

   令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 
 元号を定める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算」

の名称を「令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算」とし、元号の表示についても「令和」に読み替えるものとす

る。 
 令和元年度大阪府泉南市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 
 ５，５８５，５６９千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

予算補正」による。 
 

令和元年６月５日提出 
 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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　１．　歳　　入 (単位：千円）

3 国庫支出金 1,171,656 550 1,172,206

2 国庫補助金 274,039 550 274,589

6 繰入金 988,430 550 988,980

1 他会計繰入金 871,730 550 872,280

5,584,469 1,100 5,585,569

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正　

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計款 項

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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（単位：千円）

1 総務費 165,918 1,100 167,018

1 総務管理費 116,269 1,100 117,369

5,584,469 1,100 5,585,569

　２．　歳　　出

補　　正　　額 計補 正 前 の 額款 項

 歳 出 合 計 
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白  紙 
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令和元年度

大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）事項別明細書



白 紙 

kagotani2320
長方形



（単位：千円）

 3

国庫支出金 1,171,656 550 1,172,206

( 2)

国庫補助金 274,039 550 274,589

  4) 7. 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金

介護保険事業費補 介護保険制度改正

助金 0 550 550 に伴うシステム改

修事業補助金 550

 6

繰入金 988,430 550 988,980

( 1)

他会計繰入金 871,730 550 872,280

  1) 5. 事務的経費繰入金

一般会計繰入金 871,730 550 872,280 事務的経費繰入金 550

款  6 繰入金　　項  1 他会計繰入金

歳 入 合 計 5,584,469 1,100 5,585,569

歳　　　　　　　　　　　　入

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　                  明
区　　分 金　　額
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款  1 総務費　　項  1 総務管理費 （単位：千円）

 1 総務費 165,918 1,100 167,018 550 550

国庫支出金

550

( 1) 総務管理費 116,269 1,100 117,369 550 550

国庫支出金

550

  1) 一般管理費 116,269 1,100 117,369 550 550

国庫支出金

550

金　　　額

13. 委託料 1,100

[ 2] 介護保険事務事

業 5,711 1,100 6,811 550 550 長寿社会推進課

国庫支出金

550

[ 介護保険制度改正

に伴うシステム改

修事業補助金

550 ]

金　　　額

13. 委託料 1,100 電算システム保守委託料

国庫支出金

550

補正前の額

節　　区　　分

節　　区　　分

歳 出 合 計 5,584,469 1,100 5,585,569

補　正　額

歳　　　　　　　　　　　　出

補 正 額 の 財 源 内 訳
説　　 　　　　  明

特  定  財  源
計

一 般 財 源
款　　項　　目　　事業
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